
今後のスケジュール

主な内容

第 次施行 ① 紛争解決 援助制度第１次施行

（平成21年9月30日）

① 紛争解決の援助制度

② 勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求
めた場合に報告をしない等の場合の過料

第２次施行
（平成２２年４月１日）

○ 調停制度の創設

① 短時間勤務 所定外労働 免除 義務化

第３次施行

① 短時間勤務、所定外労働の免除の義務化
② 子の看護休暇の拡充

③ 男性の育児休業取得促進策（パパ・ママ育休プラス第３次施行
（平成２２年６月３０日） 等）

④ 介護休暇の創設
※ ①、④について、従業員１００人以下企業における施行日は、平成
２４年６月３０日（予定）。



改正法 で 短時間勤務制度に いて①改正法の下での短時間勤務制度について①

○短時間勤務制度の対象となる労働者は以下のすべてに該○短時間勤務制度の対象となる労働者は以下のすべてに該
当する者です。

① ３歳に満たない子を養育する労働者であること。
② １日の所定労働時間が６時間以下でないこと。
③ 日々雇用される者でない と③ 日々雇用される者でないこと。
④ 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと
⑤ 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。

・継続雇用期間1年未満の労働者
・1週間の所定労働日数が２日以下の労働者
・業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずること が
困難と認められる業務に従事する労働者 （これらの業務について適用除外とす
る場合には代替措置としてフレックスタイム制等を講じる必要があります。）



改正法 で 短時間勤務制度に いて②改正法の下での短時間勤務制度について②

○短時間勤務制度の内容○短時間勤務制度の内容

短時間勤務は １日の所定労働時間を原則として６時間とする措置を短時間勤務は、１日の所定労働時間を原則として６時間とする措置を
含むものとしなければなりません。

所定労働時間を 時間とする措置を設けた上 そ ほか 例１日の所定労働時間を６時間とする措置を設けた上で、そのほか、例
えば１日の所定労働時間を７時間とする措置や、隔日勤務等の所定労
働日数を短縮する措置など所定労働時間を短縮する措置を あわせて働日数を短縮する措置など所定労働時間を短縮する措置を、あわせて
設けることも可能であり、労働者の選択肢を増やす望ましいものといえ
ます。す。



そ 他省令 指針改正事項①その他省令・指針改正事項①

○育児・介護休業申出に対する事業主による休業期間等の書○育児・介護休業申出に対する事業主による休業期間等の書
面の交付

事業主は、育児・介護休業申出書による申出等がされた場合には、
速やかに、
①申出を受けた旨、
②休業開始予定日及び休業終了予定日、
③休業を拒む場合にあ てはその旨及び理由③休業を拒む場合にあってはその旨及び理由、
を労働者に通知（書面の交付によるほか、労働者が希望する場合
はファックス又は電子メールによる送信（労働者が書面として打ち出はファックス又は電子メ ルによる送信（労働者が書面として打ち出
せるものに限る。）でも可能）しなければならない。



そ 他省令 指針改正事項②その他省令・指針改正事項②

○育児休業の再度取得要件の見直し○育児休業の再度取得要件の見直し

育児休業の再度取得要件及び育児休業申出の撤回後の再度取得
要件に ①子が負傷 疾病等により２週間以上の期間にわたり世話要件に、①子が負傷、疾病等により２週間以上の期間にわたり世話
が必要となった場合、②保育所に入所申請を行ったが当面入所で
きない場合、を加える。きない場合、を加える。

○不利益取扱い禁止指針の見直し○不利益取扱 禁 指針 見直

・ 法改正に伴い、介護休暇、所定労働時間の短縮措置、所定外
労働の制限 時間外労働の制限 深夜業の制限を対象に追加労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限を対象に追加。
・ 不利益取扱いとなる行為の例示に、「昇進・昇格の人事考課に
おいて不利益な評価を行うこと」を追加。



改正育児 介護休業法 施行に向けた準備改正育児・介護休業法の施行に向けた準備

○ 就業規則等の整備○ 就業規則等の整備

○ 必要な労使協定の締結

○ 労働者への周知



育児休業の取得等を理由とする不利益取扱いの
禁止禁止

妊娠・出産したこと、産前産後休業又は育児休業等の申出をした

こと又は取得したこと等を理由として 解雇その他不利益な取扱いをこと又は取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いを
することは、法律で禁止されています。

○雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等
に関する法律（昭和47年法律第113号）（抄）

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律（平成三年法律第七十六号）（抄）

妊娠・出産、産前産後休業に係る規定 育児休業等に係る規定

関す 法律（昭和 年法律第 号）（抄）
（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等）

第九条 （略）
２ （略）
３ 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産

（不利益取扱いの禁止）
第十条 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休

業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他
不利益な取扱いをしてはならない。事業 、 雇用す 女性労働者 妊娠 、出産

したこと、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第六
十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しく
は同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又
は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを

（参考）労働者からの相談の状況 （件）
出 関 働省令

理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な
取扱いをしてはならない。

４ 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労
働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主

19年度 20年度

妊娠・出産等を理由とした解雇等不
利益取扱いに係る相談

1,711 2,030
働 解
が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でない
ことを証明したときは、この限りでない。

育児休業の取得等を理由とした解雇
等不利益取扱いに係る相談

882 1,262



仕事と家庭の両立支援対策の概要

育児・介護休業法等の施行育児・介護休業法等の施行 事業主への支援・取組促進事業主への支援・取組促進 労働者への支援労働者への支援育児 介護休業法等の施行育児 介護休業法等の施行

妊娠・出産後の母性保護、母性健
康管理

事業主への支援 取組促進事業主への支援 取組促進

次世代法に基づく事業主の取組推
進

労働者への支援労働者への支援

保育ニーズへの対応

・産前産後休業（産前６週、産後８週）

・軽易な業務への転換、時間外労働・深 夜
業の制限

・仕事と家庭を両立しやすい環境の整備等に
関する行動計画の策定・公表・従業員への
周知
（３０１人以上は義務、３００人以下は努力義務

・「新待機児童ゼロ作戦」の推進、延長保育や
休日保育など多様な保育サービスの実施

・放課後児童クラブの推進

「ファミリ サポ ト センタ 」の設置促進
・医師の指導等に基づき、通勤緩和、休憩、休
業等の措置を事業主に義務づけ

・妊娠・出産を理由とする解雇の禁止 等

※平成２３年４月から１０１人以上は義務）

・計画に定めた目標の達成など、一定の基準
を満たした企業を認定（くるみんマーク）

・「ファミリー・サポート・センター」の設置促進

育児等によりい たん離職した方仕事と家庭を両立しやすい諸制度
の整備

・子が満１歳（両親ともに育児休業を取得した
場合、１歳２ヶ月※）まで（保育所に入所できな

助成金を通じた事業主への支援

・事業所内保育施設、短時間勤務制度など、
両立支援に取り組む事業主へ各種助成金を
支給

育児等によりいったん離職した方
への再就職・再就業支援

・登録制による定期的な情報提供、個々の希
プ 策 援

場合、 歳 ヶ月 ） （保育所 入所 な
い場合等は最大１歳半まで）の育児休業等の
権利を保障

・子が３歳に達するまでの短時間勤務制度、所
定外労働の免除を事業主に義務づけ※

支給

表彰等による事業主の意識醸成

・仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な働き
方ができる企業を表彰（均等 両立推進企業

望に応じた再就職プランの策定支援

・「マザーズハローワーク」等で、担当者制に
よるきめ細かい相談等の支援

・メンタ 紹介事業の実施等による起業支援
・育児休業を取得したこと等を理由とする解雇
その他の不利益取扱いの禁止 等

※平成21年７月１日公布の改正法により拡充。施行日は
原則として公布日より１年以内の政令で定める日。

方ができる企業を表彰（均等・両立推進企業
表彰）

・両立のしやすさを点検・評価するための「両
立指標」の開発・普及

・メンター紹介事業の実施等による起業支援

希望する方すべてが子育て等をしながら安心して働くことができる社会の実現



次世代法に基づく企業の行動計画策定・実施について
［平成１７年４月１日～］ ［平成１９年４月１日～］

大企業（３０１人以上）
→義務

・各都道府県労働局に
届出 ・次期行動計画の策 ・一定の基準を満た

す企業を 定

行動計画の策定 届出・実施 計画終了・目標達成 厚生労働大臣による
認定

中小企業（３００人以下）
→努力義務

※改正法により平成２３年４月
から１０１人以上に義務化

・計画の公表・従業員
へ周知（※H２１年４月から）

・目標達成に向けて計
画実施

定・実施

・認定の申請

す企業を認定

・企業は商品等に認
定マークを使用可

認 定 基 準

・行動計画の期間が ２年以上５年

行動計画例

１ 計画期間 平成○年○月○日～平成○年○月○日まで

○届出状況（平成２１年９月末時点）

３０１人以上企業の９８．２％９８．２％

３００人以下企業 ２１，０７０社２１，０７０社
・行動計画の期間が、２年以上５年
以下であること。

・策定した行動計画を実施し、それ
に定めた目標を達成したこと。

２ 内容

目標１ 計画期間内に育児休業の取得状況を次の水準にする

男性：年に○人以上取得

女性：取得率○％以上

（（101101人以上人以上300300人以下企業の人以下企業の8.18.1％）％）
規模計届出企業数規模計届出企業数 ３４，５４８社３４，５４８社
○認定状況（平成２１年９月末時点）
認定企業 ７８０社

・３歳から小学校に入学するまでの
子を持つ労働者を対象とする「育児
休業の制度または勤務時間短縮等の
措置に準ずる措置」を講じているこ

女性 取得率○％以上

対策 平成○年○月 管理職を対象とした研修の実施

平成○年○月 育児休業中の社員で希望する者を対象

とする職場復帰のための講習会を年に○回実施

標 残業デ を 設定す 措置に準ずる措置」を講じているこ
と。

・計画期間内に、男性の育児休業等
取得者がおり、かつ、女性の育児休

目標２ ノー残業デーを月に１日設定する。

対策 平成○年○月 部署ごとに検討グループを設置

平成○年○月 社内報などでキャンペーンを行う

目標○ ・・・

業等取得率が７０％以上だったこと。
など

対策 ・・・

次世代認定マーク「くるみん」



両立支援のひろば（公表サイト）について
URL: http://www.ryouritsushien.jp/

現在の登録企業

1,574社
（2009年9月8日現在）

企業名
株式会社 長岡塗装店

業種 建設業

行動計画策定

社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやす
い環境をつくるには、情報や問題意識を共有し、社員一人一人の強み
を活かしながら補完しあえるチームワークを確立することが必要である

企業規模 ２２人

企業規模詳細 従業員数 20名（うち女性5名）

所在地 島根県松江市西嫁島1-2-14

電話 0852-26-1641

ことから、様々な立場、多くの価値観を理解し合えるよう、一層具体的
な行動計画を策定し、丁寧に取り組みます。

1. 計画期間 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間

FAX 0852-26-1643

概要 塗装工事業・防水工事業・とび土工・建築一式

認定状況 ２００７年認定、２００９年認定

ファミリーフレンドリー企
業表彰または均等 両

有り

2. 内容

目標1 妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労
働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備
の実施

＜対策＞業表彰または均等・両
立推進企業表彰の受賞
の有無

有り

一般事業主行
動計画

我が社の両立 ◆2007年 次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受ける

一般事業主行動計画書１.pdf 公表日：2009年09月02日

一般事業主行動計画書２.pdf 公表日：2009年09月02日

＜対策＞
・平成21年 7月 管理職を対象とした研修会を実施
・平成21年 8月 相談体制の整備
・平成21年 9月 社内報・パンフレットを活用した周知・啓発の実施

目標2 育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のた我が社の両立
支援の取組

（現在実施中
又は実施して
いた取組・実
績など）

・子供の看護のために子供1人につき年間5日の有給休暇付与(高校卒業まで) 
・保育所の費用の3分の1を助成
・始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
・1時間までの育児短時間勤務制度
・子育て中・妊娠中の従業員の休憩室新設とマッサージチェア・空気清浄機の
購入
・1週間の所定労働時間を1時間短縮
・育児休業取得者の代替要員を確保
・1時間までの育児短時間勤務制度(30分単位)

めの業務内容や業務体制の見直し
＜対策＞
・平成22年 1月 管理職を対象とした検討・研修会を実施
・平成22年 3月 社内報により制度の周知・啓発の実施

目標3 職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正の・1時間までの育児短時間勤務制度(30分単位) 
・子供が親の働くところを見ることができる子ども参観日
・育児休業の3日間有給休暇制度・複数回取得可能制度

◆2004年 Ｈ15年度働く人と家庭にやさしい事業所表彰(島根県商工労働
部政策課) 

◆2006年 ファミリー・フレンドリー企業表彰島根労働局長賞受賞
◆2008年 しまね子育て応援企業優良表彰
◆2008年 第2回「ワーク・ライフ・バランス大賞」優秀賞組織活動部門

目標3 職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正の
ための情報提供・研修の実施

＜対策＞
・平成21年 7月 トップメッセージの作成
・平成21年10月 管理職を対象とした研修会を実施
・平成22年 1月 社内報により周知・啓発の実施
平成22年 6月 社員に対する研修会を実施

◆ 年 第 回 ク ライ ラン 大賞」優秀賞組織活動部門
◆2008年 第1回子どもと家族を応援する日本功労者表彰 内閣総理大臣

表彰受賞

URL http://www.nagaoka-toso.co.jp/

プライバシー保護のため、この外部画像の自動ダウンロードが停止されました。この画像をダウンロードして表示するには、メッセージ バーの [オプション] をクリックし、[外部コンテンツを有効にする] をクリックしてください。

・平成22年 6月 社員に対する研修会を実施





両立支援に取り組む事業主に対する各種助成金等
の活用

子育て支援を行う中小企業に対する支援の充実のため、育児休業取得者、短時間勤

○ 中小企業子育て支援助成金

務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主（従業員１００人以下）に助成するもの。
（平成１８年度から６年間の特別措置）。

○ 両立支援レベルアップ助成金

仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主・事業主団体へ助成するもの。仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主 事業主団体 助成するもの。

＜各種コース＞
代替要員確保コース／休業中能力アップコース／子育て期の短時間勤務支援コース／育児・介護費用等補
助コース／職場風土改革コース

○ 事業所内保育施設設置運営等助成金

助 ／職場風 改革

労働者のための事業所内保育施設の設置・運営、増築又は保育遊具等の購入を行う
事業主・事業主団体に、その費用の一部を助成するもの。


